
  

 

令和元年度 第２回 北諏訪区地域協議会 

 次 第 

 

日時：令和元年５月３０日（木） 

午後６時３０分～ 

会場：北諏訪地区公民館 集会室 

 １ 開  会 

 ２ 会長あいさつ 

 ３ 議  題 

  【協議事項】 

   ・地域活動支援事業について 

① 提案者による提案説明、質疑応答   

提案
№ 

団体名 事業名 
予定
時刻 

2 子どもに茶道を教える会 
北諏訪地区の子ども達に伝統文化の

茶道を教える事業 
18：40 

3 

直江津東地域学園運営協議会 

直江津東地域学校教育・家庭教育支

援事業 
18：45 

4 
直江津東地域防災・防犯活動支援事

業 
18：50 

5 
直江津東中学校区小・中学生キャリ

ア教育支援事業 
18：55 

1 地域交流応援隊 仲間づくりと生きがいづくり事業 19：00 

6 北諏訪ファイターズ 
北諏訪地区の小学生女子健全育成事

業 
19：05 

7 北諏訪小学校ＰＴＡ 北諏訪っ子のびのび育成事業 19：10 

8 
北諏訪小学校区体育大会実行

委員会 
北諏訪小学校区体育大会事業 19：15 

9 ユニオンアローズＢＣ スポーツ少年団青少年健全育成事業 19：20 

② 委員協議・採決 

４ その他 

５ 閉  会 



資料No.１

事業費 補助希望額 担当課 所見 特記事項

1 仲間づくりと生きがいづくり事業 地域交流応援隊 231 231
地域住民の仲間づくりと生きがいづくりを目的に、町内会
館や公民館で介護予防体操・趣味講座などを実施する。

高齢者支援
課

課題なし

2
北諏訪地区の子ども達に伝統文化
の茶道を教える事業

子どもに茶道を教える会 96 95
茶道を通した子どもの健全育成を目的に、小学校と連携
した茶道教室を行い、小学校の文化祭や市内のイベント
に参加し、伝統文化の継承や地域の世代間交流を行う。

学校教育課 課題なし

事業の実施に当たっては、学校と十分に連携するととも
に、児童の安全に配慮してください。
備品を購入する場合は、備品の適正管理の観点から、
提案団体所有備品と学校備品との明確な区分け管理が
行えるのであれば購入に支障はありません。
ただし、提案団体所有備品の修繕や更新費用は提案団
体が負担することとなります。

3
直江津東地域学校教育・家庭教育
支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

有田区、
保倉区

453 22
直江津東中学校区の学校教育及び家庭教育の一層の充
実を図るため、「教育要覧」・「教育ハンドブック」を発行し、
各家庭等に配布する。

学校教育課 課題なし
事業の実施に当たっては、学校と十分に連携してくださ
い。

4
直江津東地域防災・防犯活動支援
事業

直江津東地域学園運営
協議会

有田区、
保倉区

2,040 145
直江津東中学校区の住民の防災、防犯活動に活用する
ため、「直江津東中学校区地図」の作成及び配布を行う。

市民安全課 課題なし

5
直江津東中学校区小・中学生キャ
リア教育支援事業

直江津東地域学園運営
協議会

有田区、
保倉区

2,899 150

小・中学生の自立や、若手リーダーの育成等を地域全体
で支援するために、地域の企業や中学校の卒業生、地域
住民の協力を得て、仲間づくり活動や講演会の開催、職
場体験成果発表会、立志式等を実施する。

学校教育課 課題なし
事業の実施に当たっては、学校と十分に連携するととも
に、児童の安全に配慮してください。

6
北諏訪地区の小学生女子健全育
成事業

北諏訪ファイターズ 371 370
バレーボールを通した子どもの健全育成を目的に、必要
な用具を揃え定期的な練習を行うとともに、各種大会へ参
加し北諏訪区をPRする。

スポーツ推
進課

課題なし

7 北諏訪っ子のびのび育成事業 北諏訪小学校ＰＴＡ 287 287
北諏訪小学校の子どもたちが、プロからアート作品製作を
教わり体験することで、芸術の世界に興味を持ち、様々な
職業について学ぶ。

学校教育課 課題なし
事業の実施に当たっては、学校と十分に連携するととも
に、児童の安全に配慮してください。

8 北諏訪小学校区体育大会事業
北諏訪小学校区体育大
会実行委員会

2,358 2,357
地域住民の親睦及び交流と地域活動の活性化を図るた
め、必要な備品を揃え、会場を整備し、地区の体育大会を
開催する。

教育総務
課、学校教
育課

課題なし

【教育総務課】
備品の適正管理の観点から、明確な表示等により事業
主体所有備品と学校備品との区分け管理が適正に行え
るのであれば、備品の購入に支障はありません。ただし
事業主体所有備品の修繕・メンテナンス費用は、事業主
体から負担いただくことになります。
【学校教育課】
事業の実施に当たっては、学校と十分に連携するととも
に、児童の安全に配慮してください。
備品を購入する場合は、備品の適正管理の観点から、
提案団体所有備品と学校備品との明確な区分け管理が
行えるのであれば購入に支障はありません。
ただし、提案団体所有備品の修繕や更新費用は提案団
体が負担することとなります。

9
スポーツ少年団青少年健全育成事
業（保倉区、北諏訪区）

ユニオンアローズＢＣ 保倉区 581 394
幼年野球を通じた子どもの健全育成を目的に、チーム備
品の整備及び練習環境を整備し、定期的な練習を行うと
ともに各種大会へ参加する。

教育総務
課、スポー
ツ推進課

課題なし

【教育総務課】
備品の適正管理の観点から、明確な表示等により事業
主体所有備品と学校備品との区分け管理が適正に行え
るのであれば、備品の購入に支障はありません。ただし
事業主体所有備品の修繕・メンテナンス費用は、事業主
体から負担いただくことになります。

残額
配分額
（単位：
千円）

4,900 差引 849 9,316 4,051

団体等の名称
複数に
提案して
いる場合

事業内容の概要
事業費等（単位:千円）

令和元年度　北諏訪区地域活動支援事業提案書　受付一覧

担当課所見
№ 事業の名称


